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詳しい公益法人制度の内容や申請手続については

をご覧ください。



２０２５年４月(※)から
「公益法人制度」が変わります

社会変化に柔軟・迅速に対応し、より効果的な公益活動を行っていただける
よう、自律的な経営判断が尊重されるとともに、透明性が高く信頼性が高い
仕組みへと見直す取り組みです。

(※)現時点における予定

改正のポイント

財務規律の柔軟化・明確化（より自由な資金活用）
・収支相償原則・遊休財産規制が変わります

行政手続の簡素化・合理化（より柔軟な事業展開）
・収益事業等の変更は届出で可能になります
※公益目的事業の変更についても内閣府令等で手続簡素化予定

自律的ガバナンスの充実、透明性向上
（更なる信頼確保）

【公益法人制度に関する内閣府相談窓口】
電話番号：03-5403-9669
受付時間：平日10時～16時45分

今後、関係者の皆様のご意見を伺いつつ、政省令、ガイドライン、
会計基準など公益法人制度全体を見直していきます。

・外部理事・監事の導入、
・３区分経理（公益目的事業、収益事業等、法人運営）を原則
    ※外部理事・監事…過去10年間当該法人の使用人等であった者以外の理事・監事
    ※新たな対応が必要な措置については経過措置を設けています

改正の詳細や最新の検討状況は
こちらをご覧ください⇒

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/kaisei.html

５月１４日衆議院本会議にて「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
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２０２６年４月(※)から
新しい「公益信託制度」が始まります

「あなたの想い」が社会を変えます

担い手の範囲が拡大
信託会社に加え、公益法人・NPO法人等が社会的課題解決のノウハウを
生かして公益信託の担い手になることができます。

信託財産・信託事務の範囲が拡大
金銭に加え、不動産や美術品等を信託財産にして、助成以外の公益的な
活動もできます。

透明性の高い認可・監督の仕組みへ
これまでバラバラであった公益信託の申請・相談窓口が一元化され、
認可・監督の基準も統一的なものになります。

新公益信託制度のイメージ

既存の公益信託の移行について経過措置を設けるとともに、今後、関係者の皆様のご
意見を伺いつつ、政省令、ガイドライン、会計基準等を整備していきます。

受託者
公益法人と
同一の行政庁

認可申請

認可・監督

信託管理人
信託法上の権限行使、
重要事項の同意

育英資金の給付 美術館の運営 など

公益的な活動

学術研究奨励金

信託財産

学生寮の運営

委託者

公益信託は、契約・遺言により委託者から受託者（担い手）に託された財産を
用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
今般、公益信託制度が抜本的に見直され、民間の公益活動のより身近なツール

となりました。

(※)現時点における予定

「公益信託に関する法律」が原案どおり可決・成立し、２２日に公布されました
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令和５年度相談会事業の結果について
〜公益法⼈制度の普及促進のための相談会形式による広報業務〜

＜相談会事業について＞
平成 22 年度より、内閣府では公益法⼈及び公益認定申請を検

討する⼀般法⼈を対象に、法⼈運営に係る⽀援や公益認定申請に
係る⼿続等について、内閣府が委嘱する相談員（弁護⼠、公認会
計⼠等）が個別相談に応じる相談会を⾏っています。
相談の⽅式については、相談法⼈の事情に合わせて選択できる

よう、対⾯・オンラインの両⽅で開催しています。

＜令和５年度の実績について＞
・開催回数：対⾯７回（東京都４回、⼤阪府２回、福岡県１回）

オンライン６回
の計13回

・相談法⼈数：200（延数）
・相談内容（公益法⼈）：財務・会計に関するものが約５割、機
関運営に関するものが約２割となっています。
※相談が多い事項
財務・会計に関するもの 会計処理、特定費⽤準備資⾦等の積⽴・取崩
機関運営に関するもの 役員等の選・解任、任期管理、開催通知等

・相談者からは、「明確なアドバイスをいただいた」、「丁寧で
あった」、「今後も継続して欲しい」等の感想が寄せられました。
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現在、実施に向けて調整中です。
⽇程等詳細は決定次第、委員会だより、メールマガジン、ホーム
ページ、Ｘ（旧Twitter）により、順次公表してまいります。

＜令和６年度事業について＞
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■ 公 益 認 定 申 請 ・ 法 人 運 営 に 関 す る 内 閣 府 相 談 窓 口

公益法人information

トップページ ➡「窓口相談」

電話 ０３(５４０３)９６６９

公益認定の申請や公益法人の

運営に関し、専門相談員による

電話相談を実施しています。

電話 ０３(５４０３)９６６９

時間 平日10時～16時45分

本 誌 に つ い て の 問 い 合 せ 先
内 閣 府 公 益 認 定 等 委 員 会 事 務 局 広 報 係

本誌の掲載内容を引用される際は、必ず内閣府の出典を明示し、原典の引用をお願いいたします。

電話 ０ ３ － ５ ４ ０ ３ － ９ ５ ５ ５

公 益 認 定 申 請 ・ 法 人 運 営 相 談 等 に つ い て
公益認定申請を予定されている法人、法人運営（事業報告書の書き方、理事会・評議員会の運営、

変更認定申請等）についてのご相談は、以下の窓口をご活用ください。

公益法人制度に関する各種情報を掲載しています。個別の公益法人の検索もできます。

トップページ➡「公益法人とは」➡「公益法人等の検索」

掲載のご希望がありましたら、下記の

連絡先までお問い合わせください。

活 動 紹 介 を 希 望 す る
公益法人を募集しています。

■ 国 ・ 都 道 府 県 公 式 公 益 法 人 行 政 総 合 情 報 サ イ ト
「公益法人information」（https://www.koeki-info.go.jp/）について

■電話相談 ■電子申請システムに
関するお問い合わせ

電話 ０３ (５４０３) ９５８７

０３ (５４０３) ９５５７

平日 ９時～１２時

１３時～１７時３０分

（12時～13時は対応していません。）

これから公益認定の申請に着手さ

れる一般社団法人及び一般財団法人

を対象に窓口相談を実施しています。

詳細につきましては、下記のホー

ムページをご覧ください。

■窓口相談《要事前申込》

電子申請システムの操作方法、

エラーの解決方法などの相談に

対応しています。

、 、メール

マガジンでも、公益法人に

関する情報発信を行って

います。

内閣府が委嘱する相談員（弁護士、公認会計士等）による相談会を対面及びオンラインで開催

いたします。

（相談時間は、1法人につき1時間程度《要事前申込》）

詳細は、公益informationトップページ➡「法人向けセミナー・相談会などのお知らせ」

※ 令和６年度の相談会の開催については調整中です。決定次第、本だより、ホームページ等でお知らせします。

■ 公 益 認 定 申 請 及 び 公 益 法 人 の 運 営 に 関 す る 相 談 会
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